
フォローアップ用

Ⅲ　今後の財政状況の見通し

（単位：百万円）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

 （計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度）

（決　算）（決　算）（決　算）（決　算） （決　算）

地方税 2,439 2,348 2,305 2,384 2,343 2,615 2,561 2,697 2,654 2,688 2,611 2,642 2,668 2,468 2,704 

地方譲与税 450 483 557 571 678 479 492 441 492 416 492 412 491 346 490 

地方特例交付金 75 78 75 67 53 17 17 33 16 29 16 31 13 27 12 

地方交付税 3,529 3,208 3,091 3,149 3,033 2,859 2,853 2,988 2,733 3,147 2,651 3,331 2,572 3,130 2,494 

小計（一般財源計） 6,493 6,117 6,028 6,171 6,107 5,970 5,923 6,159 5,895 6,280 5,770 6,416 5,744 5,971 5,700 

分担金・負担金 331 384 410 402 152 140 146 133 133 136 136 161 137 181 135 

使用料・手数料 328 275 257 261 256 249 257 245 262 256 229 245 232 223 235 

国庫支出金 627 819 655 759 548 535 554 1,083 585 1,149 766 1,652 622 1,023 526 

うち普通建設事業に係るもの 177 344 130 281 162 119 113 198 203 391 391 788 250 183 128 

都道府県支出金 816 946 582 553 491 598 628 625 655 517 743 811 790 651 526 

うち普通建設事業に係るもの 483 543 182 99 81 106 140 129 190 8 262 166 295 41 57 

財産収入 15 54 20 15 19 22 43 48 14 26 17 24 18 34 19 

寄附金 2 2 18 3 7 2 2 2 2 2 2 3 12 1 2 

繰入金 0 23 211 18 1 168 94 150 109 21 130 1 58 338 48 

繰越金 246 177 189 97 45 132 132 84 10 218 10 274 10 5 10 

諸収入 215 208 224 334 178 199 188 205 165 402 162 527 160 415 155 

うち特別会計からの貸付金返済額

うち公社・三ｾｸからの貸付金返済額

地方債 954 1,415 1,052 1,069 704 820 868 668 788 1,037 1,013 910 775 558 520 

特別区財政調整交付金

8,558 

人件費　　　　　　　ａ 1,647 1,575 1,590 1,554 1,444 1,423 1,420 1,381 1,360 1,396 1,347 1,366 1,348 1,419 1,292 

うち職員給 1,048 998 976 982 919 899 895 878 870 925 867 866 849 935 827 

物件費　　　　　　　ｂ 1,370 1,316 1,388 1,389 1,136 1,199 1,206 1,211 1,154 1,288 1,130 1,457 1,132 1,497 1,127 

維持補修費　　　　　ｃ 100 113 100 106 126 150 145 162 143 199 144 224 145 123 147 

ａ＋ｂ＋ｃ＝　　　　ｄ 3,117 3,004 3,078 3,049 2,706 2,772 2,771 2,754 2,657 2,883 2,621 3,047 2,625 3,039 2,566 

扶助費 803 1,013 1,097 1,151 1,068 1,106 1,108 1,148 1,101 1,190 1,090 1,605 1,096 1,768 1,103 

補助費等 1,022 1,077 1,070 1,095 1,059 1,012 1,012 1,434 1,266 1,227 1,220 1,154 1,229 1,438 1,245 

うち公営企業(法適)に対するもの 3 

普通建設事業費 2,414 2,516 1,703 1,773 1,077 1,204 1,342 1,317 1,340 1,894 1,888 2,365 1,449 1,105 916 

うち補助事業費 797 1,051 283 729 268 382 312 485 572 578 1,167 1,185 662 381 341 

うち単独事業費 1,617 1,465 1,420 1,044 809 822 1,030 832 768 1,316 721 811 787 466 575 

災害復旧事業費 5 3 43 6 0 82 82 0 0 0 0 47 0 0 0 

失業対策事業費

公債費 1,443 1,405 1,412 1,413 1,356 1,400 1,399 1,360 1,382 1,280 1,280 1,145 1,210 1,058 1,139 

うち元金償還分 1,077 1,071 1,098 1,128 1,088 1,151 1,151 1,136 1,146 1,077 1,063 960 994 875 910 

積立金 56 120 20 49 57 88 63 90 12 113 13 209 45 42 15 

貸付金 61 61 61 61 61 61 61 63 61 76 61 76 61 76 61 

うち特別会計への貸付金

うち公社、三ｾｸへの貸付金

繰出金 929 1,032 1,065 1,040 992 1,027 987 1,018 789 1,106 795 1,142 833 864 821 

うち公営企業(法非適)に対するもの 395 395 409 322 261 287 261 260 261 268 261 278 261 299 265 

その他

　【財政指標等】 （単位：百万円）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

 （計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度）

（決　算）（決　算）（決　算）（決　算） （決　算）

形式収支 177 189 97 45 132 83 10 218 10 275 10 234 10 10 

実質収支 117 186 72 45 115 80 10 137 10 267 10 172 10 10 

標準財政規模 6,277 5,939 5,929 5,945 5,955 5,897 5,972 6,235 5,790 6,409 5,668 6,651 5,647 6,305 5,610 

財政力指数 0.398 0.411 0.426 0.435 0.445 0.457 0.457 0.468 0.474 0.460 0.486 0.444 0.493 0.429 0.502

実質赤字比率　　　(％) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

経常収支比率　　　(％) 76.4 78.2 86.1 87.0 88.3 91.8 89.3 89.6 89.1 88.3 88.0 86.8 87.4 87.9 86.9

実質公債費比率    (％) ― ― ― 14.6 15.2 15.0 15.3 15.0 15.4 14.3 14.7 12.3 13.5 10.2 11.9

地方債現在高 11,087 11,431 11,385 11,326 10,942 10,611 ###### 10,143 10,301 10,103 ###### 10,053 10,032 9,949 9,642

積立金現在高 2,187 2,307 2,152 2,183 2,240 2,160 2,216 2,100 2,152 2,212 2,036 2,421 2,023 2,082 1,990

財政調整基金 510 550 500 540 570 585 626 572 633 650 585 807 592 592 599

減債基金 790 840 755 760 780 755 772 730 751 737 754 742 788 671 792

その他特定目的基金 887 917 897 883 890 820 818 798 768 825 697 872 643 819 599

7,876 

9,390 9,390 9,390 9,390 

7,866 

（計画第４年度）

（決　算）

平成22年度 平成23年度

平成23年度
（計画第５年度）

（見　込）

9,400 9,400 9,400 9,400 

（計画第５年度）

（見　込）

平成22年度
（計画第４年度）

（決　算）

11,024 11,024 11,024 11,024 

10,790 10,790 10,790 10,790 

8,548 

（計画初年度）

（決　算）

平成20年度
（計画第２年度）

（決　算）

（計画第３年度）

（決　算）

8,968 

平成19年度 平成21年度

8,835 

8,752 8,752 8,752 8,752 

8,825 

8,618 

9,184 9,184 9,184 9,184 

平成21年度
（計画第３年度）

（決　算）

10,044 10,044 10,044 10,044 

8,978 

9,769 9,769 9,769 9,769 

平成19年度
（計画初年度）

（決　算）

8,835 8,835 8,835 8,835 

平成20年度
（計画第２年度）

（決　算）

9,402 9,402 9,402 9,402 

8,376 歳 出 合 計 9,850 10,231 9,549 
8,608 

区　　分

区　　分

歳 入 合 計 8,508 10,027 10,420 9,646 9,682 

9,637 
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行
政

改
革

に
関

す
る

施
策

具
　

体
　

的
　

内
　

容

課
題

④
　

集
中

改
革

プ
ラ

ン
策

定
時

の
職

員
数

は
１

７
３

人
（

平
成

１
７

年
４

月
１

日
現

在
）

で
、

平
成

２
１

年
度

ま
で

の
間

（
平

成
２

２
年

３
月

３
１

日
）

、
退

職
予

定
者

数
は

３
３

人
と

な
っ

て
い

る
。

そ
れ

に
伴

う
新

規
採

用
に

つ
い

て
は

、
状

況
を

考
慮

し
な

が
ら

計
画

的
に

対
処

し
、

平
成

２
２

年
４

月
１

日
の

職
員

数
を

１
６

３
人

と
す

る
。

（
１

０
名

の
減

員
。

純
減

率
５

．
８

％
）

な
お

、
前

回
の

第
２

次
定

員
適

正
化

計
画

（
計

画
期

間
：

平
成

１
３

年
度

～
平

成
１

７
年

度
）

で
は

、
計

画
を

上
回

る
実

質
１

０
．

８
％

（
平

成
１

２
年

４
月

１
日

～
平

成
１

７
年

４
月

１
日

現
在

に
お

い
て

２
１

名
の

減
）

の
職

員
数

の
削

減
を

行
っ

た
。

◇
　

国
家

公
務

員
の

給
与

構
造

改
革

を
　

踏
ま

え
た

給
与

構
造

の
見

直
し

、
地

　
域

手
当

の
あ

り
方

課
題

④
　

国
家

公
務

員
の

給
与

構
造

改
革

を
踏

ま
え

、
平

成
１

８
年

４
月

に
給

与
構

造
の

見
直

し
を

行
っ

た
が

、
そ

れ
ま

で
の

給
与

の
経

緯
か

ら
技

能
労

務
職

の
行

政
職

俸
給

表
（

１
）

の
適

用
や

、
級

別
職

務
の

運
用

に
お

い
て

国
と

異
な

る
部

分
が

一
部

生
じ

て
い

る
。

級
別

職
務

の
運

用
に

つ
い

て
は

、
平

成
１

８
年

度
以

降
か

ら
国

公
準

拠
で

行
っ

て
お

り
、

国
と

異
な

る
部

分
の

是
正

に
つ

い
て

は
、

対
象

者
の

定
年

退
職

等
に

よ
り

今
後

是
正

さ
れ

る
。

　
地

域
手

当
に

つ
い

て
は

、
地

域
手

当
の

指
定

地
域

又
は

支
給

地
域

に
該

当
し

て
い

な
い

た
め

、
支

給
し

て
い

な
い

。

◇
　

技
能

労
務

職
員

の
給

与
の

あ
り

方
課

題
④

　
技

能
労

務
職

員
の

給
与

は
、

一
般

職
員

と
同

じ
行

政
職

俸
給

表
（

１
）

を
使

用
し

て
い

る
。

急
激

な
是

正
（

行
政

職
俸

給
表

（
２

）
に

切
り

替
え

）
は

、
調

整
を

要
す

る
た

め
、

技
能

労
務

職
の

業
務

を
民

間
委

託
に

切
り

替
え

る
な

ど
し

て
純

減
を

図
り

、
最

終
的

に
は

技
能

労
務

職
員

を
配

置
し

な
い

方
針

で
あ

る
。

　
上

記
事

項
を

踏
ま

え
た

技
能

労
務

職
員

等
の

給
与

等
の

見
直

し
に

向
け

た
取

組
方

針
を

策
定

し
、

平
成

２
０

年
３

月
ま

で
に

町
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

で
公

表
す

る
。

◇
　

退
職

時
特

昇
等

退
職

手
当

の
あ

り
方

課
題

④
　

退
職

時
に

お
け

る
特

別
昇

給
に

つ
い

て
は

、
定

年
退

職
時

に
お

け
る

特
別

昇
給

を
廃

止
（

平
成

１
６

年
度

）
し

た
が

、
勧

奨
退

職
時

の
特

別
昇

給
は

現
在

、
最

高
８

号
俸

の
昇

給
を

行
っ

て
い

る
。

平
成

２
０

年
度

廃
止

 に
向

け
て

調
整

し
て

い
る

。

◇
　

福
利

厚
生

事
業

の
あ

り
方

課
題

②
　

各
種

行
政

サ
ー

ビ
ス

へ
の

需
要

が
増

加
し

て
い

る
中

、
物

件
費

の
大

幅
な

削
減

は
困

難
な

状
況

で
は

あ
る

が
、

集
中

改
革

プ
ラ

ン
等

の
推

進
に

よ
り

平
成

２
３

年
度

の
物

件
費

に
つ

い
て

、
平

成
１

８
年

度
決

算
額

か
ら

３
％

程
度

の
削

減
を

図
る

。
（

た
だ

し
、

選
挙

執
行

経
費

及
び

特
殊

要
因

等
の

物
件

費
を

除
く

。
）

　
な

お
、

平
成

１
７

年
度

に
お

い
て

町
立

渡
島

養
護

老
人

ホ
ー

ム
「

好
日

園
」

を
完

全
民

営
化

し
た

こ
と

な
ど

に
よ

り
、

平
成

１
８

年
度

物
件

費
で

、
２

５
２

百
万

円
（

△
１

８
．

２
％

）
の

削
減

が
図

ら
れ

た
。

課
題

②
　

平
成

１
９

年
度

ま
で

に
４

施
設

を
指

定
管

理
者

に
移

行
し

た
。

平
成

２
０

年
度

は
３

事
業

６
施

設
（

学
童

保
育

、
ゲ

ー
ト

ボ
ー

ル
場

、
パ

ー
ク

ゴ
ル

フ
場

）
、

平
成

２
１

年
度

以
降

は
２

施
設

（
町

営
温

泉
、

観
光

案
内

所
）

を
指

定
管

理
者

制
度

に
移

行
し

、
順

次
、

条
件

を
整

備
し

な
が

ら
移

行
へ

の
拡

大
を

図
る

。
　

ま
た

民
間

委
託

に
つ

い
て

は
、

２
施

設
あ

る
清

掃
施

設
の

一
元

管
理

、
ス

ク
ー

ル
バ

ス
の

運
行

業
務

（
平

成
１

９
年

度
実

施
）

、
学

校
給

食
の

調
理

及
び

配
送

業
務

（
平

成
２

０
年

度
実

施
予

定
）

を
民

間
委

託
に

切
り

替
え

る
。

項
　

　
　

目

１
　

合
併

予
定

市
町

村
等

に
あ

っ
て

は
そ

の
予

定
　

と
こ

れ
に

伴
う

行
革

内
容

２
　

行
革

推
進

法
を

上
回

る
職

員
数

の
純

減
や

人
　

件
費

の
総

額
の

削
減

３
　

物
件

費
の

削
減

、
指

定
管

理
者

制
度

の
活

用
　

等
民

間
委

託
の

推
進

や
Ｐ

Ｆ
Ｉ

の
活

用
等

○
　

地
方

公
務

員
の

職
員

数
の

純
減

の
状

況

○
　

給
与

の
あ

り
方

○
　

物
件

費
の

削
減

○
　

指
定

管
理

者
制

度
の

活
用

等
民

間
委

託
の

　
推

進
や

Ｐ
Ｆ

Ｉ
の

活
用



フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
用

Ⅳ
　

行
政

改
革

に
関

す
る

施
策

（
つ

づ
き

）

具
　

体
　

的
　

内
　

容

課
題

①
　

こ
れ

ま
で

も
町

税
等

の
コ

ン
ビ

ニ
エ

ン
ス

ス
ト

ア
で

の
収

納
開

始
（

平
成

１
６

年
度

実
施

）
、

悪
質

滞
納

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
制

限
条

例
の

制
定

（
平

成
１

６
年

度
）

な
ど

、
徴

収
強

化
に

向
け

た
対

策
に

取
り

組
ん

で
き

た
。

引
き

続
き

、
町

税
の

徴
収

率
向

上
に

向
け

て
、

臨
戸

徴
収

の
継

続
、

口
座

振
替

の
推

進
（

納
付

割
合

：
平

1
9
-
1
6
.
5
%
、

平
2
0
-
1
7
.
0
%
、

平
2
1
-
1
7
.
5
%
、

平
2
2
-
1
8
.
0
%
、

平
2
3
-
1
8
.
5
％

）
、

財
産

等
の

差
押

（
目

標
件

数
：

平
1
9
-
1
0
件

、
平

2
0
-
3
0
件

、
平

2
1
-
5
0
件

、
平

2
2
-

8
0
件

、
平

2
3
-
1
0
0
件

）
、

軽
自

動
車

等
へ

の
タ

イ
ヤ

ロ
ッ

ク
装

着
（

平
2
2
開

始
）

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

公
売

（
平

2
2
開

始
）

、
動

産
の

差
押

（
平

2
2
開

始
）

）
等

を
実

施
し

、
滞

納
額

の
圧

縮
と

徴
収

率
向

上
へ

つ
な

げ
る

。

課
題

③
　

自
主

財
源

の
確

保
を

図
る

た
め

、
受

益
者

負
担

の
原

則
に

則
り

、
使

用
料

及
び

手
数

料
等

に
つ

い
て

見
直

し
を

行
う

。
ま

た
、

新
た

に
歳

入
す

る
こ

と
が

可
能

な
も

の
に

つ
い

て
は

、
収

入
科

目
の

拡
大

を
図

る
。

（
平

成
１

９
年

度
実

施
 
火

葬
場

使
用

料
、

平
成

２
０

年
度

実
施

 
塵

芥
処

理
手

数
料

、
町

営
住

宅
使

用
料

（
駐

車
場

分
）

）
　

町
有

財
産

に
つ

い
て

は
、

現
在

 
2
4
4
,
4
0
8
㎡

の
売

却
可

能
な

資
産

を
保

有
し

、
近

傍
同

種
評

価
額

で
試

算
し

た
場

合
、

4
1
5
,
3
8
2
千

円
～

6
8
6
,
3
8
5
千

円
と

な
っ

て
い

る
。

平
成

１
９

年
度

か
ら

順
次

、
こ

れ
ら

保
有

資
産

の
売

却
計

画
を

立
て

る
と

と
も

に
入

札
等

の
実

施
に

よ
り

自
主

財
源

の
確

保
に

つ
な

げ
た

い
。

　
土

地
開

発
公

社
を

早
期

に
整

理
す

る
た

め
、

町
が

取
得

す
る

土
地

の
償

還
年

次
を

早
め

、
取

得
完

了
と

同
時

に
土

地
開

発
公

社
を

解
散

す
る

。
　

・
土

地
開

発
公

社
の

平
成

１
９

年
度

末
未

収
金

残
高

 
1
7
0
,
0
4
4
千

円
　

・
最

終
償

還
年

次
（

当
初

）
平

成
２

４
年

度
 
→

 
取

得
財

源
を

捻
出

し
、

平
成

 ２
１

２
３

年
度

ま
で

の
償

還
を

目
指

す
。

（
平

成
 ２

２
２

４
年

度
土

地
開

発
公

社
解

散
予

定
）

◇
　

給
与

及
び

定
員

管
理

の
状

況
の

公
表

　
地

方
公

務
員

法
（

第
５

８
条

の
２

）
及

び
七

飯
町

人
事

行
政

の
運

営
等

の
状

況
の

公
表

に
関

す
る

条
例

に
よ

り
、

毎
年

１
回

、
町

広
報

誌
及

び
本

町
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

す
る

。
（

職
員

の
任

命
及

び
職

員
数

に
関

す
る

状
況

、
職

員
の

給
与

の
状

況
、

職
員

の
勤

務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
の

状
況

、
職

員
の

分
限

及
び

懲
戒

処
分

の
状

況
、

職
員

の
服

務
の

状
況

、
職

員
の

研
修

及
び

勤
務

成
績

の
評

定
の

状
況

、
職

員
の

福
祉

及
び

利
益

の
保

護
の

状
況

）

◇
　

財
政

情
報

の
開

示

　
地

方
自

治
法

（
第

２
４

３
条

の
３

）
及

び
財

政
事

情
説

明
書

の
作

成
及

び
公

表
に

関
す

る
条

例
に

よ
り

、
毎

年
２

回
、

町
広

報
誌

及
び

本
町

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
公

表
す

る
。

（
予

算
、

決
算

、
執

行
状

況
、

財
政

状
況

、
団

体
間

で
比

較
可

能
な

財
政

情
報

等
）

　
ま

た
、

「
七

飯
町

ま
ち

づ
く

り
基

本
条

例
」

の
制

定
（

平
成

１
９

年
１

０
月

１
日

施
行

）
に

よ
り

、
町

民
と

の
情

報
共

有
（

第
５

条
）

、
情

報
提

供
（

第
７

条
）

、
健

全
な

財
政

運
営

の
確

保
（

第
２

５
条

）
を

明
文

化
し

た
の

で
、

条
例

に
則

し
た

公
表

を
行

う
。

　
「

新
地

方
公

会
計

制
度

研
究

会
報

告
書

」
を

踏
ま

え
、

国
の

作
成

基
準

（
基

準
モ

デ
ル

又
は

総
務

省
方

式
改

訂
モ

デ
ル

）
に

準
拠

し
た

貸
借

対
照

表
、

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

、
資

金
収

支
計

算
書

、
純

資
産

変
動

計
算

書
の

４
表

を
平

成
２

３
年

度
ま

で
に

整
備

を
図

る
。

　
な

お
、

貸
借

対
照

表
及

び
行

政
コ

ス
ト

計
算

書
に

つ
い

て
は

、
「

地
方

公
共

団
体

の
総

合
的

な
財

政
分

析
に

関
す

る
調

査
研

究
報

告
書

（
平

成
１

２
年

３
月

、
平

成
１

３
年

３
月

）
」

を
踏

ま
え

、
そ

れ
ぞ

れ
平

成
１

２
年

度
決

算
、

平
成

１
４

年
度

決
算

か
ら

作
成

し
公

表
し

て
い

る
。

課
題

②
　

七
飯

町
ま

ち
づ

く
り

基
本

条
例

及
び

ま
ち

づ
く

り
推

進
条

例
の

制
定

（
平

成
１

９
年

１
０

月
１

日
施

行
）

に
よ

り
、

行
政

評
価

制
度

（
第

２
８

条
及

び
第

２
章

）
を

導
入

し
た

。
行

政
評

価
は

事
務

事
業

評
価

、
施

策
評

価
、

政
策

評
価

の
３

点
で

構
成

し
、

外
部

評
価

を
取

り
入

れ
、

３
年

後
を

目
途

に
行

政
評

価
全

体
の

制
度

設
計

と
適

正
な

運
用

を
図

る
こ

と
を

目
指

し
て

い
る

。
　

平
成

１
９

年
度

は
事

務
事

業
評

価
か

ら
着

手
し

、
事

務
事

業
の

再
編

・
整

理
等

を
図

り
、

歳
出

全
体

の
経

常
経

費
削

減
に

向
け

て
取

り
組

む
。

課
題

⑤
（

公
債

負
担

の
健

全
化

）
　

普
通

建
設

事
業

費
の

総
額

を
調

整
し

、
地

方
債

の
発

行
額

（
財

政
健

全
化

計
画

期
間

内
の

発
行

平
均

ベ
ー

ス
）

を
５

億
円

ベ
ー

ス
と

す
る

ほ
か

、
交

付
税

算
入

の
な

い
地

方
債

は
極

力
発

行
し

な
い

こ
と

と
す

る
。

（
た

だ
し

、
臨

時
財

政
対

策
債

の
発

行
分

は
除

く
。

）
ま

た
、

計
画

期
間

中
、

民
間

資
金

等
の

高
利

率
の

既
発

債
の

繰
上

償
還

を
検

討
す

る
な

ど
し

て
後

年
度

の
利

子
負

担
の

軽
減

に
つ

な
げ

る
。

７
　

そ
の

他

４
　

地
方

税
の

徴
収

率
の

向
上

、
売

却
可

能
資

産
　

の
処

分
等

に
よ

る
歳

入
の

確
保

５
　

地
方

公
社

の
改

革
や

地
方

独
立

行
政

法
人

へ
　

の
移

行
の

促
進

○
　

行
政

評
価

の
導

入

６
　

行
政

改
革

や
財

政
状

況
に

関
す

る
情

報
公

開
　

の
推

進
と

行
政

評
価

の
導

入

○
　

行
政

改
革

や
財

政
状

況
に

関
す

る
情

報
公

開

○
　

公
会

計
の

整
備項
　

　
　

目

○
　

地
方

税
の

徴
収

率
向

上
と

滞
納

整
理

の
強

化

○
　

自
主

財
源

の
確

保
と

受
益

者
負

担
の

適
正

化



フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
用

Ⅴ
　
繰
上
償
還
に
伴
う
行
政
改
革
推
進
効
果

１
　
主
な
課
題
と
取
組
及
び
目
標

１
　

職
員

数
の

純
減

や
人

件
費

の
総

額
の

削
減

２
　

公
債

負
担

の
健

全
化

（
地

方
債

発
行

の
抑

制
等

）

３
　

公
営

企
業

会
計

に
対

す
る

基
準

外
繰

出
し

の
解

消

４
　

町
税

等
の

徴
収

率
の

向
上

及
び

滞
納

額
の

徴
収

強
化

５
　

自
主

財
源

の
確

保
及

び
受

益
者

負
担

の
適

正
化

６
　

行
政

管
理

経
費

の
縮

減

７
　

そ
の

他

　
注

　
必

要
に

応
じ

て
行

を
追

加
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

２
　
年
度
別
目
標

平
成

1
4
年

度
平

成
1
5
年

度
平

成
1
6
年

度
平

成
1
7
年

度
平

成
1
8
年

度
（
計
画
前
５
年
度
）

（
計
画
前
４
年
度
）

（
計
画
前
３
年
度
）

（
計
画
前
々
年
度
）

（
計
画
前
年
度
）

（
決

　
算

）
（

決
　

算
）

（
決

　
算

）
（

決
　

算
）

（
決

　
算

）

1
5
9
 

1
5
2
 

1
5
3
 

1
4
7
 

1
4
4
 

1
4
2
 

1
4
3
 

1
4
1
 

1
4
1
 

1
4
1
 

1
4
0
 

1
4
3
 

1
3
9
 

1
3
9
 

1
3
9
 

△
 
9
 

△
 
7
 

1
 

△
 
6
 

△
 
3
 

△
 
2
 

 △
 
1
 

△
 
1
 

 △
 
2
 

0
 

 △
 
1
 

2
 

 △
 
1
 

△
 
4
 

0
 

△
 
5
 

△
 
5
 

職
員

数
の

う
ち

一
般

行
政

職
員

数
1
3
7
 

1
3
4
 

1
3
5
 

1
3
0
 

1
3
0
 

1
3
0
 

1
3
1
 

1
3
1
 

1
3
1
 

1
3
2
 

1
3
1
 

1
3
5
 

1
3
1
 

1
3
2
 

1
3
1
 

増
減

数
△
 
4
 

△
 
3
 

1
 

△
 
5
 

0
 

0
 

1
 

1
 

0
 

1
 

0
 

3
 

0
 

△
 
3
 

0
 

2
 

1
 

職
員

数
の

う
ち

教
育

職
員

数

増
減

数

職
員

数
の

う
ち

警
察

職
員

数

増
減

数

職
員

数
の

う
ち

消
防

職
員

数

増
減

数

職
員

数
の

う
ち

技
能

労
務

職
員

数
2
2
 

1
8
 

1
8
 

1
7
 

1
4
 

1
2
 

1
2
 

1
0
 

1
0
 

9
 

9
 

8
 

8
 

7
 

8
 

増
減

数
△
 
5
 

△
 
4
 

0
 

△
 
1
 

△
 
3
 

△
 
2
 

 △
 
2
 

△
 
2
 

 △
 
2
 

△
 
1
 

 △
 
1
 

△
 
1
 

 △
 
1
 

△
 
1
 

0
 

△
 
7
 

 △
 
6
 

－
－

－
1
4
.
6
%
 

1
5
.
2
%
 

1
5
.
0
%
 
1
5
.
3
%
 
1
5
.
0
%
 
1
5
.
4
%
 
1
4
.
3
%
 
1
4
.
7
%
 
1
2
.
3
%
 
1
3
.
5
%
 
1
0
.
2
%
 

1
1
.
9
%
 

△
 
0
.
2

0
.
1
 

0
.
0

0
.
1
 

△
 
0
.
7
 △

 
0
.
7
 

△
 
2
.
0
 △

 
1
.
2
 

△
 
2
.
1
 △
 
1
.
6
 
△

 
5
.
0
 △

 
3
.
3

1
1
,
0
8
7
 

1
1
,
4
3
1
 

1
1
,
3
8
5
 

1
1
,
3
2
6
 

1
0
,
9
4
2
 

1
0
,
6
1
1
 
1
0
,
6
5
9
 
1
0
,
1
4
3
 
1
0
,
3
0
1
 
1
0
,
1
0
3
 
1
0
,
2
5
1
 
1
0
,
0
5
3
 
1
0
,
0
3
2
 

9
,
9
4
9
 
9
,
6
4
2
 

△
 
2
3
5
 

3
4
4
 

△
 
4
6
 

△
 
5
9
 

△
 
3
8
4
 

△
 
3
3
1
 
 △

 
2
8
3
 
△

 
4
6
8
 
 △

 
3
5
8
 
△

 
4
0
 
 △

 
5
0
 
△

 
5
0
 
 △

 
2
1
9
 
△

 
1
0
4
 
 △
 
3
9
0
 
△

 
9
9
3
 

 △
 
1
,
3
0
0
 

目
標

平
成

2
3
年

度
（

計
画

第
５

年
度

）
平

成
2
2
年

度
（

計
画

第
４

年
度

）

（
決

　
算

）

執
行

状
況

（
決

　
算

）

平
成

2
0
年

度
（

計
画

第
２

年
度

）

（
決

　
算

）

臨
戸

徴
収

の
継

続
、

口
座

振
替

の
推

進
（

目
標

納
付

割
合

 
1
8
.
5
％

）
、

財
産

調
査

・
財

産
等

の
差

押
（

目
標

件
数

 
1
0
0
件

）
な

ど
を

実
施

す
る

他
、

軽
自

動
車

等
へ

の
タ

イ
ヤ

ロ
ッ

ク
装

着
に

つ
い

て
導

入
検

討
を

行
う

。

職
員

数

増
減

数

項
　

　
目

増
減

地
方

債
現

在
高

増
減

実
質

公
債

費
比

率課
　

　
　

　
題

（
単

位
：

人
、

百
万

円
）

平
成

1
9
年

度
（
計
画
初
年
度
）

取
 
組

 
及

 
び

 
目

 
標

①
普

通
会

計
の

職
員

数
１

４
４

人
を

平
成

２
３

年
４

月
１

日
ま

で
の

間
に

１
３

９
人

と
す

る
。

②
議

会
議

員
の

定
数

２
４

人
を

６
名

削
減

し
て

１
８

人
と

す
る

。
（

平
成

１
９

年
度

実
施

）
③

各
種

委
員

会
委

員
の

定
数

に
つ

い
て

見
直

し
を

す
る

。

普
通

建
設

事
業

費
の

総
額

を
調

整
し

、
地

方
債

の
発

行
額

を
５

億
円

ベ
ー

ス
と

す
る

。
（

た
だ

し
、

臨
時

財
政

対
策

債
の

発
行

分
を

除
く

。
）

②
交

付
税

措
置

の
な

い
地

方
債

は
、

極
力

発
行

を
控

え
る

。
③

制
度

的
な

繰
上

償
還

を
実

施
し

、
後

年
度

の
利

子
負

担
の

軽
減

に
つ

な
げ

る
。

こ
れ

ま
で

も
高

資
本

費
対

策
借

換
債

を
発

行
し

て
後

年
度

の
利

子
負

担
を

軽
減

（
平

成
１

０
年

度
発

行
分

か
ら

の
利

子
負

担
軽

減
累

計
額

 
6
4
,
8
5
9
千

円
）

し
、

繰
出

金
の

縮
減

を
図

っ
て

き
た

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

平
成

１
７

年
度

か
ら

は
資

本
費

平
準

化
債

を
発

行
し

、
基

準
外

繰
出

金
の

縮
減

を
図

っ
て

い
る

。
平

成
１

９
年

度
以

降
も

引
き

続
き

資
本

費
平

準
化

債
を

活
用

す
る

。

平
成

2
1
年

度
（

計
画

第
３

年
度

）

実
　

　
　

　
績

①
使

用
料

及
び

手
数

料
等

に
つ

い
て

見
直

し
を

行
う

。
②

町
有

財
産

の
売

却
計

画
を

立
て

、
順

次
、

町
有

地
の

売
却

を
図

る
。

（
平

成
１

９
年

度
売

却
目

標
 
2
8
,
9
2
3
千

円
）

③
収

入
科

目
の

拡
大

を
図

る
。

（
広

告
掲

載
収

入
の

拡
大

（
公

用
封

筒
類

、
Ｗ

Ｅ
Ｂ

ペ
ー

ジ
等

）
、

行
政

視
察

受
入

経
費

負
担

等
）

①
経

常
物

件
費

の
削

減
、

②
単

独
補

助
金

の
見

直
し

（
廃

止
・

縮
減

）
、

③
指

定
管

理
者

制
度

移
行

、
民

間
委

託
へ

の
切

り
替

え
な

ど
、

行
政

評
価

を
導

入
し

た
事

務
事

業
の

再
編

・
整

理
等

を
実

施
す

る
。

（
決

　
算

）

課
題

H
1
9
～

H
2
2
実

績
＋

後
期

1
年

計
画

合
計



フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
用

２
　
年
度
別
目
標

平
成

1
4
年

度
平

成
1
5
年

度
平

成
1
6
年

度
平

成
1
7
年

度
平

成
1
8
年

度
（
計
画
前
５
年
度
）

（
計
画
前
４
年
度
）

（
計
画
前
３
年
度
）

（
計
画
前
々
年
度
）

（
計
画
前
年
度
）

（
決

　
算

）
（

決
　

算
）

（
決

　
算

）
（

決
　

算
）

（
決

　
算

）

目
標

平
成

2
3
年

度
（

計
画

第
５

年
度

）
平

成
2
2
年

度
（

計
画

第
４

年
度

）

（
決

　
算

）

執
行

状
況

（
決

　
算

）

平
成

2
0
年

度
（

計
画

第
２

年
度

）

（
決

　
算

）

項
　

　
目

（
単

位
：

人
、

百
万

円
）

平
成

1
9
年

度
（
計
画
初
年
度
）

平
成

2
1
年

度
（

計
画

第
３

年
度

）

実
　

　
　

　
績

（
決

　
算

）

課
題

H
1
9
～

H
2
2
実

績
＋

後
期

1
年

計
画

合
計

1
,
5
2
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注

１
　

歳
出

削
減

策
の

み
な

ら
ず

、
歳

入
確

保
策

に
つ

い
て

も
幅

広
く

検
討

の
上

、
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

２
　

「
課

題
」

欄
に

つ
い

て
は

、
「

１
　

主
な

課
題

と
取

組
及

び
目

標
」

の
「

課
題

」
欄

の
番

号
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

３
　

改
善

額
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

、
計

画
期

間
中

(
又

は
計

画
前

５
年

間
)
の

当
該

見
直

し
施

策
実

施
年

度
の

前
年

度
と

の
比

較
に

よ
り

算
出

し
、

そ
の

改
善

効
果

が
そ

の
後

の
計

画
期

間
中

(
又

は
計

画
前

５
年

間
)
も

継
続

す
る

も
の

と
し

て
、

各
年

度
の

改
善

額

　
　

　
を

計
上

す
る

こ
と

。

 
 
 
 
４

　
計

画
期

間
中

の
改

善
額

の
合

計
に

つ
い

て
は

「
計

画
合

計
」

欄
に

計
上

し
、

計
画

前
５

年
間

の
改

善
額

の
合

計
に

つ
い

て
は

「
計

画
前

５
年

間
実

績
」

欄
に

計
上

す
る

こ
と

。

　
　

５
　

「
計

画
前

５
年

間
改

善
額

　
合

計
」

欄
及

び
「

改
善

額
　

合
計

」
欄

に
つ

い
て

は
、

人
件

費
(
退

職
手

当
を

除
く

。
)
そ

の
他

改
善

額
を

記
入

す
る

こ
と

が
可

能
な

も
の

の
合

計
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

６
　

３
に

よ
る

「
改

善
額

」
が

対
前

年
度

と
の

比
較

に
よ

り
算

出
で

き
な

い
項

目
、

そ
の

改
善

効
果

が
単

年
度

に
限

ら
れ

る
項

目
に

つ
い

て
は

、
当

該
改

善
額

の
み

当
該

見
直

し
施

策
の

実
施

年
度

の
「

改
善

額
」

欄
に

計
上

し
、

計
画

期
間

内
（

又
は

計
画

前
５

年
間

）

　
　

　
を

通
じ

て
の

改
善

額
し

か
算

出
で

き
な

い
項

目
に

つ
い

て
は

、
当

該
計

画
期

間
内

（
又

は
計

画
前

５
年

間
）

を
通

じ
た

改
善

額
を

「
計

画
合

計
」

欄
（

又
は

「
計

画
前

５
年

間
実

績
」

欄
）

に
計

上
す

る
こ

と
。

ま
た

そ
の

場
合

の
改

善
額

の
算

出
方

法
に

つ
い

て
、

　
　

　
Ⅳ

の
当

該
施

策
に

係
る

「
具

体
的

内
容

」
欄

に
合

わ
せ

て
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

７
　

「
(
参

考
)
補

償
金

免
除

額
」

欄
に

記
入

す
る

「
補

償
金

免
除

額
」

と
は

、
計

画
提

出
前

の
一

定
基

準
日

の
金

利
動

向
に

応
じ

て
算

出
さ

れ
た

予
定

額
（

補
償

金
免

除
(
見

込
)
額

）
で

あ
り

、
Ⅰ

の
「

５
　

繰
上

償
還

希
望

額
」

に
記

入
し

た
「

旧
資

金
運

用
部

資
金

」

　
　

　
の

「
繰

上
償

還
希

望
額

」
に

対
応

す
る

「
補

償
金

免
除

額
」

の
「

合
計

」
欄

の
額

を
転

記
す

る
こ

と
。

　
　

８
　

必
要

に
応

じ
て

行
を

追
加

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

（
参

考
）

補
償

金
免

除
額

改
 
善

 
額

　
　

合
　

計

改
善

額

人
件

費
(
退

職
手

当
を

除
く

。
)

6

改
善

額
1 72 3

行
政

管
理

経
費

の
削

減
・

縮
減

4

改
善

額

5

繰
上

償
還

に
よ

る
利

子
負

担
軽

減
額

改
善

額

下
水

道
事

業
特

別
会

計
繰

出
金

の
縮

減

改
善

額

町
税

等
の

徴
収

強
化

（
滞

納
繰

越
分

）

計
画

前
５

年
間

改
善

額
 
合

計

町
有

財
産

の
売

払
い

及
び

有
効

活
用

改
善

額

自
主
財
源
の
確
保
及
び
受
益
者
負
担
の
適
正
化

改
善

額

1
,
4
2
1
 

1
,
4
2
1
 

1
,
4
2
1
 

1
,
4
2
1
 

1
,
3
9
6
 8


